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【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年5月27日(2014.5.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　織物を処理するのに有用な組成物であって、
　当該組成物は４～６のｐＨを有し、かつ銀イオンとコポリマーとの複合体およびポリエ
ステルポリウレタンを含み；
　当該コポリマーは、
（ａ）Ｎ－ビニルイミダゾールであるモノマーＸの重合単位を６９～９２重量％；並びに
（ｂ）（メタ）アクリル酸；
化学式ＣＨ２＝Ｃ（－Ｒ）－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－（ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ）ｎ－Ｒ’（式中ｎ
は２以上；Ｒはメチル基もしくは水素であり；並びにＲ’はＣ１－Ｃ６アルキル基を表す
。）によって表される重合された少なくとも２つのエチレンオキシド単位の（メタ）アク
リロイルエステル；並びに、
スルホン酸官能基を含む（メタ）アクリロイルエステル；
から選択されるモノマーＹの重合単位を８～３１重量％含み、
　コポリマーが、全コポリマー重量を基準にして５重量％～１５重量％の銀を含む、
織物を処理するのに有用な組成物。
【請求項２】
　モノマーＹが、重合された少なくとも３つのエチレンオキシド単位の（メタ）アクリロ
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イルエステルから選択され、前記（メタ）アクロイルエステルは下記化学式によって表さ
れる、請求項１に記載の組成物：
　ＣＨ２＝Ｃ（－Ｒ）－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－（ＣＨ２－ＣＨ２－Ｏ）ｎ－Ｒ’
（式中ｎは３以上；Ｒはメチル基もしくは水素であり；並びにＲ’はＣ１－Ｃ６アルキル
基を表す。）。
【請求項３】
　重合されたエチレンオキシド単位が２５０～６００のＭｎを有する、請求項２記載の組
成物。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００５】
　本発明は、織物を処理するのに有用な組成物に関する。本組成物は銀イオンとコポリマ
ーとの複合体を含み、当該コポリマーは（ａ）少なくとも１つの窒素原子を有する不飽和
もしくは芳香族の複素環式基から選択される置換基を有するエチレン性不飽和化合物であ
るモノマーＸの重合単位を６０～９５重量％、および（ｂ）カルボン酸、有機硫酸、スル
ホン酸、ホスホン酸、および重合されたエチレンオキシド単位を含むエステルから選択さ
れるエチレン性不飽和化合物であるモノマーＹの重合単位を５～４０重量％含む。本発明
はさらに、織物を前記組成物と、好ましくは水性媒体中で、接触させることにより、織物
を処理する方法に関する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１２】
　本発明のある実施形態においては、モノマーＹはカルボン酸、有機硫酸（ｏｒｇａｎｏ
ｓｕｌｆｕｒｉｃ　ａｃｉｄ）、スルホン酸、ホスホン酸、および重合されたエチレンオ
キシド単位のエステル、並びにこれらの組み合わせから選択される。本発明のある実施形
態においては、重合されたエチレンオキシド単位のエステルは、少なくとも２単位、ある
いは少なくとも３単位、あるいは少なくとも４単位、あるいは少なくとも５単位、あるい
は少なくとも６単位のエチレンオキシドを含む。エチレンオキシド重合単位の数は、重合
エチレンオキシド鎖のＭｎから算出される。本発明のある実施形態においては、重合され
たエチレンオキシド単位のエステルは（メタ）アクリロイルエステルである。本発明のあ
る実施形態においては、重合されたエチレンオキシド単位は、一方の末端がＣ１－Ｃ６ア
ルキル基でキャップされうる。本発明のある実施形態においては、重合されたエチレンオ
キシド単位は１００～３０００のＭｎを有する。本発明のある実施形態においては、重合
されたエチレンオキシド単位は２００～１０００、あるいは２５０～６００、あるいは３
００～５００のＭｎを有する。本発明のある実施形態においては、モノマーＹはアクリル
酸（ＡＡ）、メタクリル酸（ＭＡＡ）、イタコン酸、マレイン酸、フマル酸、２－アクリ
ルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、およびそのナトリウム塩、並びにこれらの組
み合わせから選択される。この実施形態のある態様においては、コポリマーは、他のエチ
レン性不飽和モノマー、例えば、（メタ）アクリラートエステル、ビニルエステル、（メ
タ）アクリルアミドをさらに含む。少量の疎水性モノマー、例えば、（メタ）アクリル酸
高級アルキル（例えば、Ｃ－４以上）が、水溶解度を悪化させない範囲まで存在すること
ができる。（メタ）アクリラートエステルには、混合エチレン／プロピレンオキシドのエ
ステルを挙げることができ、ただし、エチレンオキシド残基はエチレン／プロピレンオキ
シド残基の少なくとも５０重量％（あるいは少なくとも７５％、あるいは少なくとも９０
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％）であるか、または混合エチレン／プロピレンオキシド残基のエステルはコポリマーの
２０重量％以下、あるいは１５％以下、あるいは１０％以下である。本発明のある実施形
態においては、混合エチレン／プロピレンオキシド残基は少なくとも１５０、あるいは少
なくとも３００のＭｎを有する。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　一般的なサンプル製造手順：
　処理されるべき基体の湿潤ピックアップ（ｗｅｔ　ｐｉｃｋ－ｕｐ）は標準的な水道水
を用いて決定された。測定された湿潤ピックアップは、基体における所望の乾燥処理量を
提供するために浴溶液中に必要とされる銀含有コポリマーの量を決定するために使用され
た。好適な重量の銀含有コポリマーが水道水に添加され（ｐＨは～２である）、次いで塩
基（ＡＭＰ－９５または２５％の炭酸ナトリウム溶液）を用いてｐＨがｐＨ～５に調節さ
れた。他の成分は好適な量で添加された。この溶液は均一になるまで標準的なエアミキサ
ーを用いて混合された。ポリウレタン添加剤が使用される場合には、ポリウレタン添加剤
は銀含有ポリマーが添加された後で添加され、次いでｐＨ調整がなされる。処理されるべ
き基体がその浴溶液に通されて、次いで２ニップロールを通されて過剰な溶液を絞り出し
た。処理され、乾燥させられた基体はＡｇ含有量および／または有効性試験を受ける。
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